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基発第 0206001号

平成 20年2月 6日

厚生労働省労働基準局長

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の3第 1項の規定に基づき､貴殿から届出のあった下

記の化学物質 (以下 ｢届出物質Jという｡)に係る有害性調査の結果について､

学識経験者から､強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです｡

つきましては､届出物質の製造又は取扱いに関し､別添の ｢変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針｣(平成 5年 5月 17日付

け基発第 312号の3の別添 1)に基づく措置を講じるようお顔いします｡

記

1 届出年月日等

平成 18年 5月10日 基安化収第 0510001号

2 官報掲載年月日

平成 19年 3月 27日 厚生労働省告示第 60号

3 官報公示名称

3,5-ジニ トロベンゾイル-クロリド



基発第 0206001号

平成 20年 2月 6日

厚生労働省労働基準局長

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の3第 1項の規定に基づき､貴殿から届出のあった下

記の化学物質 (以下 ｢届出物質｣という｡)に係る有害性調査の結果について､

学識経験者から､強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです｡

つきましては､届出物質の製造又は取扱いに関し､別添の ｢変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針｣(平成 5年 5月 17日付

け基発第 312号の3の別添 1)に基づく措置を講じるようお願いしますO

記

1 届出年月日等

平成 18年 10月 18日 基安化収第 1018015号

2 官報掲載年月 日

平成 19年 9月 27日 厚生労働省告示第 308号

3 官報公示名称

1-クロロメチル-2,5-ジクロロー4-エ トキシベンゼン



基発第 0206001号

平成 20年 2月 6日

厚生労働省労働基準局長

御中

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の 3第 1項の規定に基づき､貴殿から届出のあった下

記の化学物質 (以下 ｢届出物質｣とい う｡)に係る有害性調査の結果について､

学識経験者から､強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです｡

つきましては､届出物質の製造又は取扱いに関し､別添の ｢変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針｣(平成 5年 5月 17日付

け基発第 312号の3の別添 1)に基づ く措置を講じるようお願いします｡

記

1 届出年月日等

(1)平成 18年 11月 14日 基安化収第 1114009号

(2)平成 18年 12月 4日 基安化収第 1204010号

2 官報掲載年月日

(1)平成 19年 9月 27日 厚生労働省告示第 308号

(2)平成 19年 9月 27日 厚生労働省告示第 308号

3 官報公示名称

(1)6-クロロナフタレン-2-スルホン酸

(2)3-プロモー2,2-ビス (プロモメチル)プロパン酸



基発第 0206001号

平成 20年 2月 6日

厚生労働省労働基準局長

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の3第 1項の規定に基づき､貴殿から届出のあった下

記の化学物質 (以下 ｢届出物質｣という｡)に係る有害性調査の結果について､

学識経験者から､強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです｡

つきましては､届出物質の製造又は取扱いに関し､別添の ｢変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針｣(平成 5年 5月 17日付

け基発第 312号の 3の別添 1)に基づく措置を講 じるようお願いします｡

記

1 届出年月日等

(1)平成 18年 4月 24日 基安化収第 0424012号

(2)平成 18年 4月 24日 基安化収第 0424011号

(3)平成 18年 4月 17日 基安化収第 0417003号

2 官報掲載年月 日

(1)平成 19年 3月 27日 厚生労働省告示第 60号

(2)平成 19年 3月 27日 厚生労働省告示第 60号

(3)平成 19年 3月 27日 厚生労働省告示第 60号

3 官報公示名称

(1)アクリル酸と2,2'- [4,4'- (ェタン-1,1-ジイル)

ビス (1,4-フェニレンオキシメチレン)]ビス (オキシラン)の

アクリル酸-3- (4- (1- [41 (2,3-エポキシプロポキシ)

フェニル]ェチル)フェノキシ)-2-ヒドロキシプロピルを主成分

とする反応生成物

(2) 2,2'- [4,4'-オキシビス (1,4-フェニレンオキシメチ



レン)]ビス (オキシラン)とメタクリル酸のメタクリル酸-3- (4

- [4- (2,3-エポキシプロポキシ)フェノキシ]フェノキシ)

-2-ヒドロキシプロピルを主成分とする反応生成物

(3)1,1-ビス [4- (2,3-エポキシプロポキシ)フェニル]ェタ

ンとメタクリル酸のメタクリル酸-3- (4- (1- [4- (2,3

-エポキシプロポキシ)フェニル]ェチル)フェノキシ)-2-ヒド

ロキシプロピルを主成分とする反応生成物



基発第 0206001号

平成 20年 2月 6日

厚生労働省労働基準局長

｢_ ~一二 御中

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の3第 1項の規定に基づき､貴殿から届出のあった下

記の化学物質 (以下 ｢届出物質｣という｡)に係る有害性調査の結果について､

学識経験者から､強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです｡

つきましては､届出物質の製造又は取扱いに関し､別添の ｢変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針｣(平成 5年 5月 17日付

け基発第 312号の3の別添 1)に基づく措置を講じるようお願いします｡

記

1 届出年月日等

平成 18年 12月 27日 基安化収第 1227011号

2 官報掲載年月日

平成 19年 3月 27日 厚生労働省告示第60号

3 官報公示名称

3-ニ トロベンゼンスルホン酸- (R)- (-)-2,3-エポキシ

プロピル



基発第 0206001号

平成 20年 2月 6日

厚生労働省労働基準局長

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の3第 1項の規定に基づき､貴殿から届出のあった下

記の化学物質 (以下 ｢届出物質｣とい う｡)に係る有害性調査の結果について､

学識経験者から､強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです｡

つきましては､届出物質の製造又は取扱いに関し､別添の ｢変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針｣(車成 5年 5月 17日付

け基発第 312号の3の別添 1)に基づく措置を講じるようお願いします｡

記

1 届出年月日等

平成 18年 9月 20日 基安化収第 0920002号

2 官報掲載年月日

平成 19年 3月27日 厚生労働省告示第 60号

3 官報公示名称

2- [2- (プロピルスルホニルオキシイミノ)チオフェンー31(2H)
-イリデン]-2- (2-メチルフェニル)アセ トニ トリル



基発第 0206001号

平成 20年 2月 6日

厚生労働省労働基準局長

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の3第 1項の規定に基づき､貴殿から届出のあった下

記の化学物質 (以下 ｢届出物質｣という｡)に係る有害性調査の結果について､

学識経験者から､強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです｡

つきましては､届出物質の製造又は取扱いに関し､別添の ｢変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針｣(平成 5年 5､月 17日付

け基発第 312号の3の別添 1)に基づく措置を講じるようお願いします｡

記

1 届出年月日等

平成 18年 11月 1日 基安化収第 1101003号

2 官報掲載年月日

平成 19年 3月 27日 厚生労働省告示第 60号

3 官報公示名称

1-エチルー6-ヒドロキシ-5- [(4-メ トキシ-2-ニ トロフェ

ニル)ジアゼニル]-4-メチル-2-オキソー1,2-ジヒドロピリ

ジン-3-カルボニ トリルと6-ヒドロキシ-1- (3-イソプロポキ

シ)プロピル15- [(4-メ トキシー2-ニ トロフェニル)ジアゼニ

ル]14-メチル-2-オキソー1,21ジヒドロピリジン-3-カル

ボニ トリルの混合物



基発第 0206001号

平成 20年 2月 6日

厚生労働省膏働基準局長

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の3第 1項の規定に基づき､貴殿から届出のあった下

記の化学物質 (以下 ｢届出物質｣とい う｡)に係る有害性調査の結果について､

学識経験者から､強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです.

つきましては､届出物質の製造又は取扱いに関し､別添の ｢変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針｣(平成 5年 5月 17日付

け基発第 312号の3の別添 1)に基づく措置を講じるようお願いします｡

記

1 届出年月日等

平成 18年 11月 9日 基安化収第 1109002号

2 官報掲載年月日

平成 19年 9月 27日 厚生労働省告示第 308号

3 官報公示名称

4-プロピル-1,3,2-ジオキサチオラン-2,2-ジオキシド



基発第 0206001号

平成 20年 2月 6日

厚生労働省労働基準局長

御中

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の 3第 1項の規定に基づき､貴殿から届出のあった下

記の化学物質 (以下 ｢届出物質｣とい う｡)に係る有害性調査の結果について､

学識経験者から､強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです｡

つきましては､届出物質の製造又は取扱いに関し､別添の ｢変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針｣(平成 5年 5月 17日付

け基発第 312号の3の別添 1)に基づ く措置を講 じるようお願い します｡

記

1 届出年月日等

(1)平成 18年 12月22日

(2)平成 18年 12月 22日

(3)平成 18年 12月 22日

(4)平成 18年 11月 6日

2 官報掲載年月日

(1)平成 19年 6月 27日

(2)平成 19年 6月 27日

(3)平成 19年 9月 27日

(4)平成 19年 9月 27日

基安化収第 1222008号

基安化収第 1222014号

基安化収第 1222015号

基安化収第 1106001号

厚生労働省告示第 223号

厚生労働省告示第 223号

厚生労働省告示第 308号

厚生労働省告示第 308号

3 官報公示名称

(1)3- (4-イソプロピルフェニル)アクリロイル-クロリド

(2)1- [9-エチル-3- (1-ナフ トイル)カルバゾール-6-イル]

ブタ-2-エン11-オン

(3) [9-エチルー6- (31ヒドロキシアミノ-1-ヒドロキシイミノ



ブチル)カルバゾール-3-イル] (ナフタレンー1-イル)ケ トン

(4)1-プロモメチル-4-ヨー ドベンゼン



基発第 0206001号

平成 20年 2月 6日

厚生労働省労働基準局長

. ~~~~二 御中

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の3第 1項の規定に基づき､貴殿から届出のあった下

記の化学物質 (以下 ｢届出物質｣という｡)に係る有害性調査の結果について､

学識経験者から､強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです｡

つきましては､届出物質の製造又は取扱いに関し､別添の ｢変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針｣(平成 5年 5月 17日付

け基発第 312号の3の別添 1)に基づく措置を講じるようお願いします｡

記

1 届出年月日等

平成 18年 12月 13日 基安化収第 1213002号

2 官報掲載年月日

平成 19年 9月 27日 厚生労働省告示第 308号

3 官報公示名称

メタクリル酸ニトリシクロ [3.3.1.13,7]デカン-2-イルオキ

シメチル



基発第 0206001号

平成 20年 2月 6日

厚生労働省労働基準局長

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の 3第 1項の規定に基づき､貴殿から届出のあった下

記の化学物質 (以下 ｢届出物質｣とい う｡)に係る有害性調査の結果について､

学識経験者から､強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです｡

つきましては､届出物質の製造又は取扱いに関し､別添の ｢変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針｣(平成 5年 5月 17日付

け基発第 312号の 3の別添 1)に基づく措置を講じるようお願いします｡

記

1 届出年月日等

(1)平成 18年 6月 27日 基安化収第 0627001号

(2)平成 18年 12月 8日 基安化収第 1208011号

(3)平成 18年 9月 21日 基安化収第 0921003号

(4)平成 18年 9.月21日 基安化収第 0921001号

2 官報掲載年月 日

(1)平成 19年 3月 27日 厚生労働省告示第 60号

(2)平成 19年 9月 27日 厚生労働省告示第 308号

(3)平成 19年 6月 27日 厚生労働省告示第 223号

(4)平成 19年 6月 27日 厚生労働省告示第 223号

3 官報公示名称

(1)3-エチル-1,1,2- トリメチル-1H-ベンゾ [e]イン ドー

ルー31イウム-p- トルエンスルホナ- ト

(2)3- [2- (2-エ トキシブタ-1-エン11-イル)-5,6-メ

チレンジオキシベンゾチアゾール-3-イオ]プロパン-1-スルホ



ナ- ト

(3)3-プロモー2-ニ トロチオフェン

(4)5-プロモー1,3-ベンゾチアゾール-2-チオール



基発第 0206001号

平成 20年 2月 6日

厚生労働省労働基準局長

t ■■』■■■』 』■ 糾 1

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の3第 1項の規定に基づき､貴殿から届出のあった下

記の化学物質 (以下 ｢届出物質｣という｡)に係る有害性調査の結果について､

学識経験者から､強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです｡

つきましては､届出物質の製造又は取扱いに関し､別添の ｢変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針｣(平成 5年 5月 17日付

け基発第 312号の3の別添 1)に基づく措置を講じるようお願いします｡

記

1 届出年月 日等

平成 18年 5月 22日 基安化収第 0522004号

2 官報掲載年月 日

平成 19年 3月27日 厚生労働省告示第 60号

3 官報公示名称

tz-ans-4,5-ジフルオロー1,3-ジオキソラン-2-オン



基発第 0206001号

平成 20年 2月 6日

厚生労働省労働基準局長

_ ~ 御中

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の3第 1項の規定に基づき､貴殿から届出のあった下

記の化学物質 (以下 ｢届出物質｣という｡)に係る有害性調査の結果について､

学識経験者から､強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです｡

つきましては､届出物質の製造又は取扱いに関し､別添の ｢変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針｣(平成 5年 5月 17日付

け基発第 312号の3の別添 1)に基づく措置を講じるようお願いします｡

記

1 届出年月日等

平成 18年 9月25日 基安化収第 0925009号

2 官報掲載年月日

平成 19年 3月 27日 厚生労働省告示第 60号

3 官報公示名称

2- [(4-ニ トロフェノキシ)メチル]オキシラン



基発第 0206001号

平成 20年 2月 6日

厚生労働省労働基準局長

~~ ~~ ~-; 御中

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の 3第 1項の規定に基づき､貴殿から届出のあった下

記の化学物質 (以下 ｢届出物質｣というD)に係る有害性調査の結果について､

学識経験者から､強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです｡

つきましては､届出物質の製造又は取扱いに関し､別添の ｢変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針｣(平成 5年 5月 17日付

け基発第 312号の3の別添 1)に基づく措置を講じるようお願いします｡

記

1 届出年月日等

平成 18年 12月 19日 基安化収第 1219001号

2 官報掲載年月日

平成 19年 9月 27日 厚生労働省告示第 308号

3 官報公示名称

2-ヒドロキシ-3- [2- (2-メ トキシエ トキシ)-5-ニ トロピ

リジン-4-イル]プロペン酸エチル



基発第 0206001号

平成 20年 2月 6日

厚生労働省労働基準局長

~ ~~~ _ 御中

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の 3第 1項の規定に基づき､貴殿から届出のあった下

記の化学物質 (以下 ｢届出物質｣というo)に係る有害性調査の結果について､

学識経験者から､強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです｡

つきましては､届出物質の製造又は取扱いに関し､別添の ｢変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針｣(平成 5年 5月 17日付

け基発第 312号の3の別添 1)に基づく措置を講じるようお願いします｡

記

1 届出年月 日等

平成 19年 6月 18 日 基安化収第 0618016号

2 官報掲載年月日

平成 19年 9月27日 厚生労働省㌧告示第 308号

3 官報公示名称

1-アセチルチオ尿素



基発第 0206001号

平成 20年 2月 6日

厚生労働省労働基準局長

■■■■}■『 l 御中

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の 3第 1項の規定に基づき､貴殿から届出のあった下

記の化学物質 (以下 ｢届出物質｣とい う｡)に係る有害性調査の結果について､

学識経験者から､強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです｡

つきましては､届出物質の製造又は取扱いに関し､別添の ｢変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針｣(平成 5年 5月 17日付

け基発第 312号の 3の別添 1)に基づく措置を講じるようお願いします｡

記

1 届出年月日等

平成 18年 7月 28日 基安化収第 0728017号

2 官報掲載年月日

平成 19年 6月 27日 厚生労働省告示第 223号

3 官報公示名称

メタンスルホン酸- (2,4-ジフルオロフェニル) (2-メチルオキ

シランー2-イ/レ)メチル



基発第 0206001号

平成 20年 2月 6日

厚生労働省労働基準局長

御中

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の 3第 1項の規定に基づき､貴殿から届出のあった下

記の化学物質 (以下 ｢届出物質｣という｡)に係る有害性調査の結果について､

学識経験者から､強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところですo

つきましては､届出物質の製造又は取扱いに関し､別添の ｢変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針｣(平成 5年 5月 17日付

け基発第 312号の3の別添 1)に基づく措置を講じるようお願いします｡

記

1 届出年月 日等

平成 18年 12月 22日 基安化収第 1222006号

2 官報掲載年月日

平成 19年 3月27日 厚生労働省告示第 60号

3 官報公示名称

3- (3-クロロブロバ-1-エン-1-イル)18-オキソ-7- (2

-フェニルアセチルアミノ)-5-チアー1-アザビシクロ [4.2.
0]オクタ-2-エン-2-カルボン酸-4-メ トキシベンジル



基発第0206001号

平成 20年 2月 6日

厚生労働省労働基準局長

ー ~~~ 御中

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の3第 1項の規定に基づき､貴殿から届出のあった下

記の化学物質 (以下 ｢届出物質｣という｡)に係る有害性調査の結果について､

学識経験者から､強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです｡

つきましては､届出物質の製造又は取扱いに関し､別添の ｢変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針｣(平成 5年 5月 17日付

け基発第 312号の3の別添 1)に基づく措置を講じるようお願いします｡

記

1 届出年月 日等

(1)平成 18年 9月29日 基安化収第 0929031号

(2)平成 18年 9月 29日 基安化収第 0929033号

(3)平成 18年 9月 29日 基安化収第 0929032号

2 官報掲載年月日

(1)平成 19年 9月 27日 厚生労働省告示第308号

(2)平成 19年 9月 27日 厚生労働省告示第308号

(3)平成 19年9月 27日 厚生労働省告示第 308号

3 官報公示名称

(1)ナフ ト [2,1-b]フラン-1 (･2H)-オン

(2)ナフ ト[2,1-b]フラン-1 (2H)-オン O-アセチルオキシ
ム

(3)ナフト [2,1-b]フラン-1(2H)-オン オキシム



基発第 0206001号

平成 20年 2月 6日

厚生労働省労働基準局長

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の3第 1項の規定に基づき､貴殿から届出のあった下

記の化学物質 (以下 ｢届出物質｣という｡)に係る有害性調査の結果について､

学識経験者から､強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです｡

つきましては､届出物質の製造又は取扱いに関し､別添の ｢変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針｣(平成 5年 5月 17日付

け基発第 312号の3の別添 1)に基づく措置を講じるようお願いします｡

記

1 届出年月日等

平成 18年 10月 26日 基安化収第 1026003号

2 官報掲載年月日

平成 19年 9月 27日 厚生労働省告示第 308号

3 官報公示名称

3,3'一 (ェチレンジオキシ)ビス (1,2-エポキシプロパン)と

3-クロロー1,2-エポキシプロパンとピペラジンの反応生成物



基発第 0206001号

平成 20年 2月 6日

御中

厚生労働省労働基準局長

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

〔

労働安全衛生法第 57条の3第 1項の規定に基づき､貴殿から届出のあった下

記の化学物質 (以下 r届出物質｣というD)に係る有害性調査の結果について､

学識経験者から､強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです｡

つきましては､届出物質の製造又は取扱いに関し､別添の ｢変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針｣(平成 5年 5月 17日付

け基発第 312号の3の別添 1)に基づく措置を講じるようお願いします｡

記

1 届出年月 日等

(1) 平成 19年 2月 26日 基安化収第 0226013号

(2) 平成 18年 8月 14日 基安化収第 0814005号

(3) 平成 18年 8月 14日 基安化収第 0814004号

(4) 平成 18年 7月 14日 基安化収第 0714012号

2 官報掲載年月 日

(1)平成 19年 9月 27日 厚生労働省告示第 308号

(2)平成 19年 3月 27日 厚生労働省告示第 60号

(3)平成 19年 3月27日 厚生労働省告示第 60号

(4)平成 19年 3月 27日 厚生労働省告示第 60号

3 官報公示名称

(1) 1-クロロメチル-4-イソプロポキシベンゼン

(2)4- (ナフタレン-2-イル)-1,3-チアゾール-2-アミン

(3)4- (ナフタレン-2-イル)-1,3-チアゾール-2-アミン

-臭化水素酸塩



(4)4-メチルベンゼンスルホン酸-3-メトキシプロピル



基発第 0206001号

平成 20年 2月 6日

厚生労働省労働基準局長

~~｢ 御中

変異原性が認められた化学物質の取扱い盲こついて

労働安全衛生法第 57条の3第 1項の規定に基づき､貴殿から届出のあった下

記の化学物質 (以下 ｢届出物質｣という｡)に係る有害性調査の結果について､

学識経験者から､強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです｡

つきましては､届出物質の製造又は取扱いに関し､別添の ｢変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針｣(平成 5年 5月 17日付

け基発第 312号の3の別添 1)に基づく措置を講 じるようお願いします｡

記

1 届出年月日等

平成 18年 6月 9日 基安化収第 0609009号

2 官報掲載年月日

平成 19年 3月 27日 厚生労働省告示第 60号

3 官報公示名称

8-メチルノナン酸-4-ヒドロキシ-3-メ トキシベンジル



基発第 0206001号

平成 20年 2月 6日

厚生労働省労働基準局長

変異原性が認められた化学物質の取扱いについて

労働安全衛生法第 57条の3第 1項の規定に基づき､貴殿から届出のあった下

記の化学物質 (以下 ｢届出物質｣という｡)に係る有害性調査の結果について､

学識経験者から､強度の変異原性が認められる旨の意見を得たところです｡

つきましては､届出物質の製造又は取扱いに関し､別添の ｢変異原性が認め

られた化学物質による健康障害を防止するための指針｣(平成 5年 5月 17日付

け基発第 312号の3の別添 1)に基づく措置を講じるようお願いします｡

記

1 届出年月日等

(1)平成 18年 7月 6日 基安化収第 0706005号

(2)平成 18年 7月 6日 基安化収第 0706004号

2 官報掲載年月日

(1)平成 19年 6月 27日 厚生労働省告示第 223号

(2)平成 19年 6月 27日 厚生労働省告示第 223号

3 官報公示名称

(1)2-ニ トロ-4-プロパノイルベンゾニ トリル

(2)1- (4-プロモ-3-ニ トロフェニル)プロパン-1-オン



別添

変異原性が認められた化学物質による健康障害を防止するための指針

平成 5年 5月

一部改正 平成 18年 3月

1 趣 旨
lま

この指針は､微生物を用いる変異原性試験､晴乳類培養細胞を用いる染色

体異常試験等の結果から強度の変異原性が認められた化学物質 (以下 ｢変異

原化学物質｣という｡)又は変異原化学物質を含有するもの (変異原化学物質

の含有量が重量の1パーセント以下のものを除く｡)(以下 ｢変異原化学物質

等｣とい うQ)を製造し､又は取り扱う作業に関し､当該変異原化学物質-の

暴露による労働者の健康障害を未然に防止するため､その製造又は取扱いに

関する留意事項について定めたものである.事業者は､この指針に定める措

置を講ずるほか､労働者の健康障害を防止するための適切な措置を講ずるよ

う努めるものとする｡

2 変異原化学物質による暴露を低減するための措置について

(1)労働者-の変異原化学物質による暴露の低減を図るため､当該事業場に

おける変異原化学物質等の物性､製造量､取扱量､作業の頻度､作業時間､

作業の態様等を勘案し､必要に応じ､次に掲げる作業環境管理に係る措置､

作業管理に係る措置その他必要な措置を誇ずることO

イ 作業環境管理

(イ)使用条件等の変更

(ロ)作業工程の改善

(ハ)設備の密閉化

(ニ)局所排気装置等の設置

口 作業管理

(イ)労働者が変異原化学物質に暴露されないような作業位置､作業姿勢
又は作業方法の選択

(ロ)呼吸用保護具､不浸透性の保護衣､保護手袋等の保護具の使用

(ハ)変異原化学物質に暴露される時間の短縮

(2)(1)により暴露を低減するための装置等の設置等を行った場合には､次
によること｡

イ 局所排気装置等については､作業が行われている間､適正に稼働させ

ること｡

ロ 局所排気装置等については定期的に保守点検を行うことo

ハ 変異原化学物質等を作業場外-排出する場合は､当該物質を含有する

排気､排液等による事業場の汚染を防止すること.

ニ 保護具については同時に就業する労働者の人数分以上を備え付け､常

時有効かつ清潔に保持すること｡また､送気マスクを使用させたときは､

当該労働者が有害な空気を吸入しないような措置を講ずることQ

(3)次の事項にっいて当該作業に係る作業規定を定め､これに基づき作業さ



せることO

イ 設備､装置等の換作､調整及び点検

口 異常な事態が発生した場合における応急の措置

ハ 保護具の使用

3 作業環境測定について

(1)変異原化学物質に係る作業が屋内で行われる場合であって､当該物質に

関する作業環境測定手法が開発されているときには､定期に当該物質の性

状に応 じ作業環境測定基準､作業環境ガイ ドブック等を参考として作業環

境測定を実施することが望ましいこと｡

(2)作業環境測定の結果及び結果の評価の記録を30年間保存するよう努め

ること0

4 労働衛生教育について

(1)変異原化学物質等を製造し､又は取り扱 う作業に従事している労働者及

び当該作業に従事させることとなった労働者に対して､次の事項について

労働衛生教育を行うこと｡

イ 変異原化学物質の性状及び有害性

口 変異原化学物質による健康障害､その予防方法及び応急措置

ハ 局所排気装置その他の変異原化学物質-の暴露を低減するための設備

並びにそれらの保守及び点検の方法

二 保護具の種類､性能､使用方法及び保守管理

(2)上記事項に係る労働衛生教育の時間は4時間以上とすること｡

(3)(1)のイからこの全部又は一部について十分な知識及び技能を有してい

ると認められる労働者については､当該項目についての教育を省略して差

し支えないこと｡

5 危険有害性等の表示について

｢化学物質等の危険有害性等の表示に関する指針｣(平成4年労働省告示第

60号)に基づき､変異原化学物質等を譲渡し､又は提供する場合には化学

物質等安全データシー トを交付し､容器､包装等にラベル表示を行 う等の措

置を講ずること｡

6 変異原化学物質等の製造等に従事する労働者の把捉について

変異原化学物質等を製造し､又は取り扱 う作業に常時従事する労働者につ

いて､ 1年を超えない期間ごとに次の事項を記録すること｡

イ 労働者の氏名

口 従事した作業の概要及び当該作業に従事した期間

ハ 変異原化学物質により著しく汚染される事態が生じたときは､その概

要及び講じた応急措置の概要

なお､上記の事項の記録は､当該記録を行った目から30年間保存するよ

う努めること｡


